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報告第 １ 号

専決処分の報告について

公用自動車の交通事故に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。

令和２年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

１ 事 故 名 公用自動車による車両損傷事故

２ 事故発生年月日 令和元年９月３０日

３ 事 故 発 生 場 所 川口市南鳩ヶ谷１丁目４番１９号先路上

４ 損害賠償の相手方 川口市在住

女 性 ３０歳

５ 損 害 賠 償 の 額 ５２，３８３円

令和元年１２月２７日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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報告第 ２ 号

専決処分の報告について

学校施設における負傷事故に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処

分したので、同条第２項の規定により報告する。

令和２年２月２６日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

１ 事 故 名 学校施設における負傷事故

２ 事故発生年月日 平成３０年１０月３日

３ 事 故 発 生 場 所 川口市安行出羽４丁目１番１号 川口市立安行東小学校

校庭

４ 損害賠償の相手方 川口市在住

男 性 １３歳

５ 損 害 賠 償 の 額 ４４５，８９０円

令和２年１月１７日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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